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十
四
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平
成
二
十
二
年
の
薬
物
事
犯
に
よ
る
検
挙
人
員
は
一
万
四
千
五
百
二
十
九
名
で
、

そ
の
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
覚
せ
い
剤
事
犯
及
び
大
麻
事
犯
の
中
で
の
初

犯
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
千
八
百
七
十
九
名
及
び
千
八
百
三
名
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
多
く
が
実
刑
で
は
な
く
全
部
執
行
猶
予
と
な
っ
て
い
る
。 

 

昨
年
四
月
二
十
二
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
で
の
私
の
質
問
に
対
し
、
平
成

二
十
年
の
覚
せ
い
剤
取
締
法
、
大
麻
取
締
法
そ
の
他
麻
薬
特
例
法
の
各
違
反
被
告
事

件
に
お
い
て
執
行
猶 

予
判
決
を
受
け
た
者
の
総
数
が
五
千
七
百
九
十
八
名
で
あ

り
、
そ
の
大
半
を
占
め
る
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
の
者
の
う
ち
保
護
観
察
付
き
の
執

行
猶
予
の
判
決
が
確
定
し
た
者
が
三
百
七
十
六 
名
、
そ
の
保
護
観
察
中
に
実
施
さ

れ
る
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
受
け
た
者
の
数
は
、
平
成
二
十
年

は
百
五
十
七
名
（
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
合
計
）
、
平
成
二
十
一
年 

は
三
百
四
十

五
名
と
、
と
も
に
執
行
猶
予
判
決
を
受
け
た
者
の
ご
く
一
部
に
留
ま
っ
て
い
る
状
況

が
法
務
副
大
臣
か
ら
答
弁
さ
れ
て
い
る
。 

 

現
在
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者

に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
実
刑
判
決 

を
受
け
る
薬
物
事
犯
の
再
犯
防
止
の
た
め
の
一
歩
で
あ
る
も

の
の
、
約
半
数
の
初
犯
者
で
全
部
執
行
猶
予
と
な
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
再
犯
防
止

策
の
拡
充
も
併
せ
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ 

て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

 

一 

平
成
二
十
二
年
の
覚
せ
い
剤
取
締
法
、
大
麻
取
締
法
そ
の
他
麻
薬
特
例
法
の
各

違
反
被
告
事
件
に
お
い
て
執
行
猶
予
判
決
を
受
け
た
者
の
数
、
そ
の
う
ち
保
護
観

察
付
き
と
な
っ
た
者
の
数
及
び
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
受
け

た
者
の
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

質 

問 

                    
一
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
二
年
に
、
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
違
反
、
覚
せ

い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
違
反
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法 

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
違
反
、
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一

号
）
違
反
及
び
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の

防
止
を 

図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
九
十
四
号
）
違
反
の
罪
に
よ
り
懲
役
の
言
渡
し
を
受
け
て
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た

者
の
人
員 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
千
九
十
八
人
、
四
千
三
百
六
十
人
、
二
百
六
十
一
人
、
二
人
及
び

八
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
執
行
猶
予
の
期
間
中
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
を
受
け
た 
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二 

薬
物
事
犯
の
初
犯
者
に
対
し
て
も
、
保
護
観
察
付
き
の
執
行
猶
予
及
び
「
覚
せ

い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
対
象
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
再
犯
を

防
ぐ
た
め
に
も
有
効 

と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

そ
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
取
っ
て
き
て
い
る
の
か
。
特
に
、
未

成
年
者
に
対
す
る
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇 

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
な
ど
の
支
援
の
対
象

拡
大
等
の
改
善
策
を
含
め
た
野
田
内
閣
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

質 

問 

 

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
五
人
、
四
百
六
十
九
人
、
十
六
人
、
零
人
及
び
零
人
で
あ
る
。
ま
た
、

平
成
二
十
二
年
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
に
お
け
る
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
受
講
を
開
始
し
た
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
の
人
員
は
、
四
百
十
九
人
で
あ
る
。 

 

       

二
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
の
う
ち
、
「
保
護
観
察
付
き
の
執
行
猶
予
」
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
刑
の

執
行
を
猶
予
す
る
か
否
か
、
及
び
執
行
猶
予
の
期
間
中
保
護
観
察
に
付
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し

控
え
た
い
。 

 

保
護
観
察
所
に
お
い
て
は
、
規
制
薬
物
の
使
用
を
反
復
す
る
犯
罪
的
傾
向
の
改
善
に
有
効

な
も
の
と
し
て
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
、

仮 

釈
放
者
及
び
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
の
う
ち
当
該
傾
向
が
強
い
も
の
に
対
し
て
、
特

別
遵
守
事
項
と
し
て
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
受
講
を
義
務
付
け
た
上
、

こ
れ
を
実 

施
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
護
観
察
処
分
少
年
及
び
少
年
院
仮
退
院
者
に
対
し
て

は
、
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
受
講
を
義
務
付
け

る
こ
と
は
し
て
い 

な
い
が
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
の
自
発

的
意
思
に
基
づ
い
て
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
実
施
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
に
内
閣
か
ら
国
会
に
提
出
し
た
刑
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
は
、
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を

改
正
し
て
、
保
護
観
察
所
の
長
が
、
規
制
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
保
護
観
察
対
象
者

に
対
す
る
保
護
観
察
を
、
外
部
の
病
院
、
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
等
と
連
携
し
て

実
施
す
る 
た
め
の
法
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
保

護
観
察
の
よ
り
一
層
の
充
実
強
化
を
図
り
、
特
に
、
規
制
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
未

成
年
の
保
護
観
察 
対
象
者
に
対
す
る
よ
り
一
層
適
切
な
保
護
観
察
の
実
施
に
努
め
て
ま
い

り
た
い
。 

政 
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三 

今
般
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た

者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
案
が
成
立
し
、
同
法
が
施
行
さ

れ
た
場
合
、
薬
物
事 

犯
の
保
護
観
察
者
が
ど
の
程
度
増
大
す
る
と
見
込
ん
で
い
る

か
。
法
施
行
前
の
現
状
と
、
例
え
ば
施
行
数
年
後
の
見
込
み
を
対
比
し
て
示
さ
れ
た

い
。 

 

          

四 

今
般
の
法
改
正
に
併
せ
て
、
政
府
は
薬
物
事
犯
の
保
護
観
察
者
へ
の
支
援
体
制

の
拡
充
を
図
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

支
援
体
制
の
拡
充
は
、
薬
物
事
犯
初
犯
者
の
全
部
執
行
猶
予
者
の
保
護
観
察
の
拡
大

に
対
し
て
も
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 
 

三
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
に
内
閣
か
ら
国
会
に
提
出
し
た
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
及
び
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す

る
法
律
案 

の
施
行
後
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

個
々
の
事
案
に
応
じ
て
、
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
薬
物
事

犯
に
つ
い
て
刑 

の
一
部
の
執
行
猶
予
を
言
い
渡
さ
れ
る
者
の
人
員
の
見
込
み
や
保
護
観
察

に
付
さ
れ
る
者
の
人
員
の
見
込
み
の
確
た
る
予
測
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
お
尋
ね
の

「
薬
物
事
犯
の
保
護
観 

察
者
が
ど
の
程
度
増
大
す
る
と
見
込
ん
で
い
る
か
」
に
つ
い
て
は
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

な
お
、
平
成
二
十
二
年
に
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
の
罪
に
よ
り
新
た
に
刑
事
施
設
に
入

所
し
た
受
刑
者
で
あ
っ
て
、
刑
期
が
三
年
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
前
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
者
の
人
員
は
千
六
百
八
十
五
人
で
あ
り
、
二
度
目
以
上
の
入
所
者
の

人
員
は
三
千
八
百
五
十
五
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
、
五
千
五
百
四
十
人
と
な

る
。
ま 

た
、
同
年
に
お
け
る
同
法
違
反
に
よ
る
仮
釈
放
者
及
び
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者

の
保
護
観
察
開
始
人
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
千
百
三
十
四
人
及
び
四
百
七
十
二
人
で
あ
る
。 

 

四
に
つ
い
て 

 

法
務
省
に
お
い
て
は
、
精
神
科
医
師
や
民
間
自
助
グ
ル
ー
プ
の
施
設
長
等
の
薬
物
問
題
に

関
す
る
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
薬
物
処
遇
研
究
会
を
開
催
し
、
新
た
な
薬
物
処
遇
プ

ロ
グ 

ラ
ム
の
開
発
や
、
保
護
観
察
所
と
地
域
の
医
療
、
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
機
関
等

と
の
連
携
に
よ
る
支
援
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今

後
、
同
研
究 

会
に
お
け
る
検
討
等
を
踏
ま
え
、
お
尋
ね
の
「
薬
物
事
犯
初
犯
者
」
を
含
め
、

規
制
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
保
護
観
察
対
象
者
に
対
す
る
支
援
体
制
の
充
実
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。 
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